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11参考-1.都庁の再編に向けた制約条件

１ 都庁の再編に向けた制約条件｜都市計画法

⃝ 計画地は「特定街区」を活⽤して整備されており、個別の都市計画として、街区に適した建築物の形態等についての制限等が定められています。

■壁⾯の位置の指定の状況

■壁⾯位置図（南北断⾯図）
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■壁⾯位置図（東⻄断⾯図）
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■有効空地の指定状況
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※有効空地
︓地区の環境整備に有効で公衆の使⽤に供する空地で、「東京都特定街区運⽤基準」上の基準に適合するもの



22参考-1.都庁の再編に向けた制約条件

１ 都庁の再編に向けた制約条件｜道路占⽤許可

■国家戦略特別区域法に基づく道路占⽤の特例
⃝ 国家戦略特別区域会議にて、国家戦略道路占⽤事業と認定したもの

については、道路占⽤許可の弾⼒的な運⽤が進められてきています。

■歩⾏者利便増進道路（ほこみち）
⃝ 国家戦略道路占⽤事業については、道路法等の⼀部を改正する法律

（令和2年法律第31号）において創設された「歩⾏者利便増進道路
（ほこみち）制度」への移⾏が⽬指されています。

東京都道外濠環状線（環状第2号
線）
港区⻄新橋⼆丁⽬16番6号地先から
同区新橋四丁⽬26番4号地先まで

指定箇所

令和4年10⽉28⽇指定⽇

⼀般社団法⼈
新⻁通りエリアマネジメント占⽤者

■国家戦略道路事業の概要

■事例（新⻁通り） ■事例（丸の内仲通り）

■歩⾏者利便増進道路の事例（新⻁通り）

⃝ 道路は⼀般の⾃由な通⾏を本来の⽬的としていることから、道路の占⽤にあたっては道路管理者の許可を必要としており、道路の敷地外に余地がないためやむを得ない（余
地基準）等の基準を満たす場合、占⽤の許可をすることが可能。

⃝ 国家戦略道路占⽤事業を活⽤した弾⼒的な道路占⽤許可の運⽤（道路内建築物や仮設建築物の整備など）が進められており、近年はほこみち制度への移⾏が図られています。

■道路占⽤の基準
⃝ 道路は⼀般の⾃由な通⾏を本来の⽬的としていることから、道路の占⽤にあたっては

道路管理者の許可を必要としており、道路の敷地外に余地がないためやむを得ない
（余地基準）等の基準を満たす場合、許可をすることが可能。（道路法32条、33条）

電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する⼯作物
１号物件

例︓交番、公衆便所、消⽕栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など
⽔管、下⽔道管、ガス管その他これらに類する物件２号物件 例︓ケーブル管、⽯油管、熱供給管など
鉄道、軌道その他これらに類する施設３号物件 例︓モノレール、鉱⽯運搬のための索道
歩廊、雪よけその他これらに類する施設４号物件 例︓⽇よけ、アーケードなど
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設５号物件 例︓地下タンク貯蔵所、地下駐⾞場、防⽕⽤地下⽔槽など
露店、商品置場その他これらに類する施設

６号物件 例︓屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など
道路の構造⼜は交通に⽀障を及ぼすおそれのある⼯作物、物件⼜は施設で政令（道路法施⾏令第７条）で定
めるもの（下記参照）

７号物件

1.① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ
2.② 太陽光発電設備、⾵⼒発電設備
3.③ 津波避難施設
4.④ ⼯事⽤板囲、⾜場、詰所など
5.⑤ ⼟⽯、⽵⽊、⽡、⼯事⽤材料など
6.⑥ 耐⽕建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物
7.⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち⼀時的に必要となる施設
8.⑧ ⾷事施設、購買施設など
9.⑨ トンネルの上⼜は⾼架下に設ける店舗、倉庫、駐⾞場、広場など
10.⑩ 都市計画法に基づく⾼度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など
11.⑪ 応急仮設住宅など
12.⑫ ⾃転⾞、原付、⼆輪⾞を駐⾞させるために必要な⾞輪⽌め装置など
13.⑬ ⾼速⾃動⾞国道等に設ける休憩所、給油所及び⾃動⾞修理所

【道路法第32条︓道路の占⽤の許可】

【道路法第33条︓道路の占⽤の許可基準】
道路の占⽤許可を⾏う際は、公共性の原則、計画性の原則及び安全性の原則を考慮するとともに、
1.① 物件が、道路法第３２条第１項各号のいずれかに該当するものであること
2.② 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
3.③ 占⽤の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。

の全ての要件を充⾜しているか否かを審査されます。

https://shintora-am.jp/action/cafe/ https://sotonoba.place/170723prototyping_fes



33参考-2.各施設の利⽤実態

２ 各施設の利⽤実態︓展望室の⼊場者数

⃝ 平⽇・休⽇共に相当数の⼊場者がおり、コロナ禍前（平成29年度）の⽉合計の⼊場者数は、15万〜20万⼈でした。(南北展望室合計)
⃝ コロナ禍以後（令和4年度）は、コロナ禍前（平成29年度）に⽐べると⼊場者数は少ないが、少しづつ増えてきています。

北側展望室の

閉鎖期間

コロナ禍における

展望室の閉鎖期間



44参考-3.庁舎全体における主な⼀般利⽤エリアの配置

３

⃝ 低層部は5階まで都⺠が利⽤する機能が配置されている。⾼層部は32階の⾷堂や45階の展望室などが都⺠利⽤が可能となっています。

庁舎全体における主な⼀般利⽤エリアの配置

売店職員⾷堂職員⾷堂

イベント
スペース

北展望室 南展望室

エントランスホール 書籍・⽂具店
東京観光情報センター 喫茶

コーナー 銀⾏出張所 エントランスホール 全国観光PRコーナー喫茶
コーナー 郵便局

運転免許更新
センター講習室

エントランスホール 運転免許更新
センター窓⼝

コンビニエンスストア

喫茶コーナー

職員⾷堂

エントランスホール ⼆丁ホール

職員⾷堂 売店

⼀般者利⽤フロア



55参考-4.国外の庁舎事例

４ 国外の庁舎事例｜ソウル市庁舎

⃝ 2004年の新庁舎建設時に交通量の多い市庁舎前の交差点が芝⽣広場へと再編され、歩⾏者中⼼の都市を⽬指すソウル市の中⼼へと⽣まれ変わりました。
⃝ 芝⽣広場では⽂化イベントが定期的に開催され、また、旧市庁舎は図書館に改修されるなど、市⺠の⽂化創造の場として機能しています。

■再編のポイント

1. 歴史的・象徴的価値の回復
旧庁舎を後ろから抱え込むような姿で、

伝統と調和した曲線デザインの新庁舎を建
築する
2. 交通システムの再編

慢性的な交通渋滞の改善する
3. 歩⾏者のニーズの充⾜

⾞本位都市から歩⾏者中⼼都市へ移⾏す
る
4. ⽂化空間の創造

⽂化イベントを定期的に開催する

Before

2002年ワールドカップ開催時

After

■イベントや取り組み
⃝ モニュメントやスケートリンク（冬季）の設置、⽂化・⾳楽イベントの定期開催

■周辺環境

広場を取り囲む
ように歩道があ
り、道路・歩
道・広場の⾼低
差はない

地下鉄駅の⼊
⼝地下への
ESC

新市庁舎と広場
の接続

広場

新市庁
舎

噴
⽔

宮
殿

図書館

舞
台

■再編前の問題点

• ソウル市庁の前の⼤きな交差点で慢性的
な交通渋滞の問題

• 横断歩道は地下通路しかなく、横断歩道
へのアクセスも悪い

• 障害者や⾼齢者への配慮がない状況

■再編後の広場・庁舎

• 2002年のFIFAワールドカップで「応援会場」として使われたことを契機に、市⺠が集える空
間へと改修

• 敷地の約半分を芝⽣化、舞台と噴⽔が設置され、各種イベントが開催

• ソウルプラザの創設により交通の流れは⼤幅に改善

• 旧市庁舎の⼀部は図書館として活⽤

出典︓https://seoulsolution.kr/en/content/6307
https://www.theseoulguide.com/seoul-plaza/、https://japanese.joins.com/JArticle/96232

出典︓http://twitter.com/seoul_gov/status/979636251518148608

出典︓https://seoulsolution.kr/en/content/6307

出典︓https://seoulsolution.kr/en/content/6307

出典︓https://www.theseoulguide.com/seoul-plaza/出典︓https://www.yoshimura-pa.co.jp/blog11420190604/

出典︓https://www.theseoulguide.com/seoul-plaza/ 出典︓http://english.seoul.go.kr/opening-of-the-2019-cultural-seoul-plaza/

出典︓https://www.seoulnavi.com/miru/362/

出典︓https://www.google.com/maps



66参考-4.国外の庁舎事例

４ 国外の庁舎事例｜トロント市庁舎

⃝ 周辺との関係を阻害する要因となっていた外周部の空中歩廊や植栽を整備すると共に、その周りに様々な質の憩える場所を作り周辺から⼈を呼び込むように計画しました。
⃝ 広場は⼤規模なイベントに対応できるように整備し、その機能を補完するような設えや機能を周囲に配置しました。

■再編のポイント BeforeAfter

■イベントや取り組み
⃝ モニュメントの写真のSNS発信

■周辺環境

■再編前の問題点

• 空中歩廊で囲われた広場は周辺との
繋がりが阻害され、次第に荒廃が進
みました。

• 敷地の外縁部も植栽が配されている
だけで開発されない状態

図書館

裁判所
裁判所と図書館
が⾯する広場と
歩道で接続

空中歩廊で、庁
舎の屋上と地上
部が接続

空中歩廊で、ホ
テルと接続

庁舎

広場

1. 広場を開く
⼤規模なイベントに対応できるように

不要なものを移設する
2. 広場を囲む

広場の周囲に緑に囲われた憩うことの
できるスペースを作る
3. 空中歩廊との接続

空中歩廊と広場との間にイベントにも
寄与できる接続スペースを作る
4. 建物の配置

上下のレベル間の移動を解消する位置
に建物を新たに配置する

After

スケートリンク

空中歩廊と広場を接続する
屋根付きの階段。普段やイ
ベント時には座席にもなる

空中歩廊。広場を取り囲み
つつ、他街区と接続

レンタル、軽飲⾷施設

レストラン
インフォメーション

基壇部の屋根にある、緑化
されたスペース

空中歩廊の周辺に設えられた様々な質の憩える場所(下記写真) • TORONTOのモニュメントは2015年
に⾏われたパンアメリカン競技⼤会
の開催地に選ばれた記念として設置

• 当時ニュースで話題となったことで
観光客や地元⺠ものフォトスポット
化・SNSでの発信が流⾏

• 期間限定の設置から常設へ

レベル差を繋ぐ段状の場所

公共のチェス台

空中歩廊周りの憩いの場所

⽔盤とモニュメント

■再編後の広場・庁舎

出典︓https://www.google.com/maps

出典︓https://www.landuum.com/en/interventions/nathan-phillips-square-revitalization/
https://pixel-toronto.com/?p=36102



77参考-4.国外の庁舎事例

４ 国外の庁舎事例｜ボストン市庁舎

⃝ 段差や階段などによるアクセシビリティの問題を解消するように広場を整備。広場の中⼼部には植栽のあるスペースや⼤規模なイベントに対応可能なスペースを配置。
⃝ 交差点付近には、⼦供の遊び場や市⺠活動施設など賑わいが可視化される機能を配置し、周辺からの⼈を呼び込むように計画しています。

■再編のポイント

1. 都市の市⺠的な中⼼であること
街の中⼼地として、快適で移動しやすく、

アクセスしやすいエントランスやパブリッ
クスペースにする
2. プラザの活性化

インフラ、プログラム、持続可能な⾬⽔
管理、アクセシビリティを向上させる
3. サービス提供の向上

市⺠へのサービス提供の向上と、部⾨や
会議室の効率的な隣接の実現
4. 持続性・健康的・⾰新的

建物を改修し、持続可能で健康的かつ⾰
新的な環境を構築する。環境づくりを⾏い、
メンテナンスの負担を軽減する。

BeforeAfter

■イベントや取り組み
⃝ 「Dîner en Blanc」※の開催

■周辺環境

■再編前の問題点
• 会議室等の公共施設がアクセスしにくい

上層階にあり、100⼈以上のイベントを
開催するスペースがありません。

• 来訪者が混乱しやすい案内図、建物のシ
ステムやインフラの⽼朽化

• 建物とプラザ（広場）の両⽅でアクセシ
ビリティの問題があります。

■再編後の広場・庁舎
• 改修に優先順位をつけており、プラザ（広場）内のアクセシビリティやインフラ、2階パブリックエ

リアのサービス向上に重点を置いています。

• 交差点に⾯する位置に、⼦供の遊び場や市⺠活動施設などの賑わいが可視化される機能を配置して
います。

• ⽇常的な利⽤を促すと同時に、⼤規模な特別イベントにも対応可能とし、遊び・集会・リラクゼー
ションの場としてオールシーズンの活動を許容する広場に再編

• プラザ（広場）全体とすべての建物の⼊⼝をバリアフリーとし年齢を問わず遊び・集い・くつろげ
る場に

庁舎広場

ショッピング
モールの街区と
接続

市
場

地下鉄駅の新設

市場の街区と接
続

植栽により視認
性を維持しなが
ら境界を創り出
している

連邦政府庁舎

※フランス語で「⽩いディナー」という
意味の通り、全⾝⽩をまとい、公共の場
所で突然始まるディナーパーティー。

• 2015年に市庁舎の中庭で開催

• 3,000 ⼈のゲストが参加し、
ピロティ空間の可能性を⽰す

⃝ 照明デザインの改修・LED化
• 照明をLED化し、調⾊可能な照明としている

• 庁舎に対するイメージを変えると共に、再編計画の
アピールにもなっている。

出典︓https://www.boston.gov/sites/default/files/embed/b/boston_city_hall_and_plaza_study_-_final_report_1.pdf
https://www.utiledesign.com/work/boston-city-hall-exterior-lighting/

出典︓https://www.google.com/maps


